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聖籠町観音の湯ざぶーん館条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。  

  平成２８年９月２０日  

聖籠町長  渡邊 廣吉  

聖籠町規則第２２号  

聖籠町観音の湯ざぶーん館条例施行規則の一部を改正する規則  

聖籠町観音の湯ざぶーん館条例施行規則（平成１７年聖籠町規則第

１８号）の一部を次のように改正する。  

第６条を第７条とし、第５条を第６条とし、第４条を第５条とする。  

第３条第１項中「第２項」を「第３項」に改め、同項各号を次のよ

うに改める。  

（１） 町又は町とともに国及び他の地方公共団体が公益のために  

利用するとき 免除  

（２） 指定管理者が公共又は公益上特に必要と認めるとき  町長

の承認を得て指定管理者が定める割合  

第３条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加える。  

（利用料の割引）  

第３条 条例第１０条第２項の規定による利用料の割引をすることが

できる割合は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところに

よる。  

（１） 優待券による割引 ６割以内  

（２） 会員券による割引 ３割以内  

（３） 回数券による割引 ２割以内  

（４） 半額券による割引 ５割  

（５） 無料券による割引 １０割（入湯税を除く。）  

（６） 前各号に掲げるもののほか、町長の承認を得て定める割引 

町長の承認を得て指定管理者が定める割合  

別記様式第２号及び別記様式第３号を次のように改める。  
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附 則  

この規則は平成２８年１０月１日から施行する。  


